
名古屋市北名古屋工場（仮称）整備運営事業 入札公告関連書類の修正

に係る新旧対照表 
 

平成２７年９月１０日 

 

１ 入札説明書 

入札説明書において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

3 目次 別紙５ 整備費割賦料及び運営委託料

の改定について 

別紙５ 施設整備費割賦料及び運営委

託料の改定について 

5 
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前文 

（7）「破砕残渣」とは、搬入された不

燃ごみ及び粗大ごみを破砕選別設備で

破砕・選別し、金属類などの有価物を

回収した後に排出された残渣をいう。

（16）「破砕選別設備（破砕選別設

備）」とは、本施設のうち、不燃ご

み・粗大ごみを金属類、破砕残渣等に

破砕選別する設備をいう。 

（17）「処理施設」とは、本施設のう

ち、可燃ごみ及び破砕残渣を処理する

施設をいう。 

（33）「施設整備委託料」とは、本施設

の設計・建設業務の対価として施設整

備費に基づき市からＳＰＣに支払われ

る委託料をいい、建設時支払金、引渡

時支払金及び整備費割賦料により構成

される。 

（37）「整備費割賦料」とは、本施設の

設計・建設業務に係る費用の対価とし

て、市がＳＰＣに対して割賦で支 払う

料金をいい、施設整備委託料から建設

時支払金及び引渡時支払金を除いた金

額が元金となる。（略） 

― 

（7）「破砕残渣」とは、搬入された不

燃ごみ及び粗大ごみを前処理設備で破

砕・選別し、金属類などの有価物を回

収した後に排出された残渣をいう。 

（16）「前処理設備」とは、本施設の

うち、不燃ごみ・粗大ごみを金属類、

破砕残渣等に破砕選別する設備をい

う。 

（17）「処理施設」とは、本施設のう

ち、可燃ごみ及び焼却・溶融する破砕

残渣を処理する施設をいう。 

（33）「施設整備委託料」とは、本施設

の設計・建設業務の対価として施設整

備費に基づき市からＳＰＣに支払われ

る委託料をいい、建設時支払金、引渡

時支払金及び施設整備費割賦料により

構成される。 

（37）「施設整備費割賦料」とは、本施

設の設計・建設業務に係る費用の対価

として、市がＳＰＣに対して割賦で支 

払う料金をいい、施設整備委託料から

建設時支払金及び引渡時支払金を除い

た金額が元金となる。（略） 

（43）「ごみ処理施設」とは、本施設

のうち、処理施設、前処理設備を総称

していう。 



11 2(6)イ 

施設に関す

る事項 

項目 概   要 

処理

能力 

【処理施設】   ６６０トン／

日（２系列又は３系列、全連続燃

焼方式） 

【破砕選別設備】 ５０トン／５

時間 

そ
の
他
施
設 

【処理施設関連】 

① 管理機能設備、② 計量棟、③ 

洗車場、④ 搬入禁止物ストックヤ

ード 等 

（略） 

 

項目 概   要 

処理

能力

【処理施設】   ６６０トン／

日（２系列又は３系列、全連続燃

焼方式） 

【前処理設備】 ５０トン／５時

間 

そ
の
他
施
設 

【ごみ処理施設関連】 

① 管理機能設備、② 計量棟、③ 

洗車場、④ 搬入禁止物ストックヤ

ード 等 

（略） 

 

14 2(12)ア 

本施設の設

計・建設業

務に係る対

価 

（略）また、当該対価の総額から建設

時支払金及び引渡時支払金を控除した

残額は、整備費割賦料として供用開始

後の事業期間にわたって民間事業者に

支払う。 

（略）また、当該対価の総額から建設

時支払金及び引渡時支払金を控除した

残額は、施設整備費割賦料として供用

開始後の事業期間にわたって民間事業

者に支払う。 

22 3(3) 

入札予定価

格 

（略） 

なお、入札予定価格は、事業期間中に

市が事業者に支払う建設時支払金及び

引渡時支払金、整備費割賦料及び運営

委託料（売電収入等は相殺済み）を単

純合計した金額である。算定方法に関

する詳細については、「６（４）施設

整備委託料及び運営委託料に関する内

訳書」を参照のこと。（略） 

（略） 

なお、入札予定価格は、事業期間中に

市が事業者に支払う建設時支払金及び

引渡時支払金、施設整備費割賦料及び

運営委託料（売電収入等は相殺済み）

を単純合計した金額である。算定方法

に関する詳細については、「６（４）

施設整備委託料及び運営委託料に関す

る内訳書」を参照のこと。（略） 

38 6(2)ア 

入札書 

・入札価格は、建設時支払金、引渡時

支払金、及び運営・維持管理期間にわ

たる整備費割賦料及び運営委託料（売

電収入等は相殺済み）を単純に合計し

た金額（実額）を記載すること。 

・入札価格は、建設時支払金、引渡時

支払金、及び運営・維持管理期間にわ

たる施設整備費割賦料及び運営委託料

（売電収入等は相殺済み）を単純に合

計した金額（実額）を記載すること。

38 6(2)イ 

入札価格内

訳書 

・内訳書に記載される建設時支払金、

引渡時支払金、及び運営・維持管理期

間にわたる整備費割賦料及び運営委託

料の合計額は、入札書（様式４－１）

に記載される金額と必ず一致するこ

と。 

・内訳書に記載される建設時支払金、

引渡時支払金、及び運営・維持管理期

間にわたる施設整備費割賦料及び運営

委託料の合計額は、入札書（様式４－

１）に記載される金額と必ず一致する

こと。 

39 6(4)イ 

運営・維持

管理費関連 

破砕選別設備を含めた本施設の運営・

維持管理にかかる費用の算定にあた

り、次の事項に留意するとともに、各

費用の条件について留意すること。な

前処理設備を含めた本施設の運営・維

持管理にかかる費用の算定にあたり、

次の事項に留意するとともに、各費用

の条件について留意すること。なお、



お、詳細は別紙３に示す。 

・年間のごみ搬入量は、可燃ごみ

「160 千トン」程度、不燃ごみ「12 千

トン」程度（その内、粗大ごみ「3.5

千トン」程度）とし、入札参加者自ら

が選択する処理方式によって、処理す

る各種ごみ量を想定することとする。

詳細は別紙３に示す。 

・年間のごみ搬入量は、可燃ごみ

「160 千トン」程度、不燃ごみ及び粗

大ごみ「12 千トン」程度（その内、

粗大ごみ「3.5 千トン」程度）とし、

入札参加者自らが選択する処理方式に

よって、処理する各種ごみ量を想定す

ることとする。 

40 6(4)ウ 

その他収入

内訳書 

・年間のごみ搬入量は、可燃ごみ

「160 千トン」程度、不燃ごみ「12 千

トン」程度（その内、粗大ごみ「3.5

千トン」程度）とし、入札参加者自ら

が選択する処理方式によって想定する

各種ごみの処理量を前提に、余剰電力

の売却収入（売電）、有価物及び資源

化物の売却収入を算定し提案するこ

と。 

・年間のごみ搬入量は、可燃ごみ

「160 千トン」程度、不燃ごみ及び粗

大ごみ「12 千トン」程度（その内、

粗大ごみ「3.5 千トン」程度）とし、

入札参加者自らが選択する処理方式に

よって想定する各種ごみの処理量を前

提に、余剰電力の売却収入（売電）、

有価物及び資源化物の売却収入を算定

し提案すること。 

41 6(4) エ 

施設整備委

託料及び運

営委託料支

払予定表 

 

運営・維持管理期間に、市が民間事業

者に支払う整備費割賦料及び運営委託

料の算定にあたり、物価変動、金利変

動、消費税及び地方消費税は考慮しな

いこと。 

（略） 

（ア）整備費割賦料 

・整備費割賦料の元金は、施設整備費

の総額から建設時支払金及び引渡時支

払金を控除した額であることに留意す

る。 

・整備費割賦料は、上記の元金に金融

機関からの借入金の金利相当分（基準

金利に入札参加者が提案するスプレッ

ドを上乗せして算定）を加えた合計額

とし、借入金分は返済期間 20 年の元

利均等返済の方式によって算出される

元利償還金額を各期別の支払額とす

る。（略） 

・提案書の作成時には、平成 27 年 7

月 8日(水)の基準金利を用いて整備費

割賦料を提案するものであるが、実際

運営・維持管理期間に、市が民間事業

者に支払う施設整備費割賦料及び運営

委託料の算定にあたり、物価変動、金

利変動、消費税及び地方消費税は考慮

しないこと。 

（略） 

（ア）施設整備費割賦料 

・施設整備費割賦料の元金は、施設整

備費の総額から建設時支払金及び引渡

時支払金を控除した額であることに留

意する。 

・施設整備費割賦料は、上記の元金に

金融機関からの借入金の金利相当分

（基準金利に入札参加者が提案するス

プレッドを上乗せして算定）を加えた

合計額とし、借入金分は返済期間20年

の元利均等返済の方式によって算出さ

れる元利償還金額を各期別の支払額と

する。（略） 

・提案書の作成時には、平成 27 年 7

月 8日(水)の基準金利を用いて施設整

備費割賦料を提案するものであるが、



の支払額は、供用開始日の２営業日

前（銀行営業日でない場合はその翌

営業日）の基準金利にて算定される額

とする。（略） 

実際の支払額は、供用開始日の２営業

日前（銀行営業日でない場合はその

翌営業日）の基準金利にて算定される

額とする。（略） 

43 6(4)オ(ア) 

施設整備費

の資金調達

に関する考

え方 

・「金融機関からのプロジェクトファ

イナンスによる借入金元金」及び「出

資金」の合計額は、整備費割賦料の元

金となるよう、施設整備費内訳書（様

式１３－２）との整合を図る。 

・「金融機関からのプロジェクトファ

イナンスによる借入金元金」及び「出

資金」の合計額は、施設整備費割賦料

の元金となるよう、施設整備費内訳書

（様式１３－２）との整合を図る。 

43 6(4)オ 

資金調達計

画 

（オ）金利変動に伴う整備費割賦料の

改定 

・整備費割賦料の算定根拠となる基準

金利に上乗せするスプレッドを記入す

る。 

（オ）金利変動に伴う施設整備費割賦

料の改定 

・施設整備費割賦料の算定根拠となる

基準金利に上乗せするスプレッドを記

入する。 

43 6(4)カ(ア) 

損益計算書 

・整備費割賦料及び運営委託料は、施

設整備委託料及び運営委託料支払予定

表（様式１３－１０）との整合を図

る。 

・施設整備費割賦料及び運営委託料

は、施設整備委託料及び運営委託料支

払予定表（様式１３－１０）との整合

を図る。 

3 別紙３ 

1(1) 

全体の構成 

民間事業者が実施する設計・建設業

務に相当する対価（以下「施設整備

委託料」という。）は、設計・建設期

間に支払う「建設時支払金」、所有権

移転後に支払う「引渡時支払金」、運

営・維持管理期間に支払う「整備費割

賦料」で構成される。 

 

表 施設整備委託料及び運営委託

料、その他収入の構成 

業 務

名 
民間事業者の収入 

収受

方法 
備考

業
務 

設
計
・
建
設

建設時支払金 （略） 

引渡時支払金 

整備費割賦料 
 

民間事業者が実施する設計・建設業

務に相当する対価（以下「施設整備

委託料」という。）は、設計・建設期

間に支払う「建設時支払金」、所有権

移転後に支払う「引渡時支払金」、運

営・維持管理期間に支払う「施設整備

費割賦料」で構成される。 

 

表 施設整備委託料及び運営委託

料、その他収入の構成 

業 務

名 
民間事業者の収入 

収受

方法 
備考

業
務 

設
計
・
建
設

建設時支払金 （略） 

引渡時支払金 

施設整備費割賦料 
 

5 別紙３ 

1(2)イ 

交付金 

図表 交付金等の算定の考え方 

（図表略） 

① 建設時支払金及び引渡時支払金 

② 整備費割賦料の元金（民間資金）

図表 交付金等の算定の考え方 

（図表略） 

① 建設時支払金及び引渡時支払金 

② 施設整備費割賦料の元金（民間資

金） 



5 別紙３ 

1(2)エ 

設計・建設

業務 

エ 整備費割賦料 

次の元金と金利をあわせた額であ

り、運営・維持管理期間にわたって市

が民間事業者に支払う割賦料であ

る。 

エ 施設整備費割賦料 

次の元金と金利をあわせた額であ

り、運営・維持管理期間にわたって市

が民間事業者に支払う割賦料であ

る。 

6 別紙３ 

1(2)オ 

事業量の

変動によ

り費用が

変化する

ものにつ

いて 

整備費割賦料の元金に含まれる費用の

うち、汚染土壌対策業務、地中支障

物対策業務、電波障害対策業務及び

インフラ整備（電気、ガス、上下水

道、電話）業務にかかる費用は、事

業量の変動に応じた支払いを行う。

（略） 

施設整備費割賦料の元金に含まれる費

用のうち、汚染土壌対策業務、地中

支障物対策業務、電波障害対策業務

及びインフラ整備（電気、ガス、上

下水道、電話）業務にかかる費用

は、事業量の変動に応じた支払いを

行う。（略） 

8 別紙３ 

1(3) 

運営・維持

管理業務 

・年間のごみ搬入量は、可燃ごみ

「160 千トン」程度、不燃ごみ「12 千

トン」程度（その内、粗大ごみ「3.5

千トン」程度）とし、入札参加者自ら

が選択する処理方式によって、処理す

る各種ごみ量を想定し算定することと

する。 

・年間のごみ搬入量は、可燃ごみ

「160 千トン」程度、不燃ごみ及び粗

大ごみ「12 千トン」程度（その内、

粗大ごみ「3.5 千トン」程度）とし、

入札参加者自らが選択する処理方式に

よって、処理する各種ごみ量を想定し

算定することとする。 

11 別紙３ 

2 施設整

備委託料

及び運営

委託料の

支払いに

ついて 

市は、「建設時支払金及び引渡時支払

金」、「整備費割賦料」、「運営委託料」

を、市と民間事業者との間で締結する

事業契約書の規定に基づき、民間事業

者に対し支払うものとする。 

（２）整備費割賦料 

民間事業者は、運営・維持管理期間の各

年度の第１四半期相当分を７月１日以降

に、第２四半期相当分を 10月１日以

降に、第３四半期相当分を１月１日

以降に及び第４四半期相当分を４月１

日以降に、市による四半期報告書の確

認を得た後、すみやかに市に請求書を

提出する。（略） 

市は、「建設時支払金及び引渡時支払

金」、「施設整備費割賦料」、「運営委託

料」を、市と民間事業者との間で締結

する事業契約書の規定に基づき、民間

事業者に対し支払うものとする。 

（２）施設整備費割賦料 

民間事業者は、運営・維持管理期間の各

年度の第１四半期相当分を７月１日以降

に、第２四半期相当分を 10 月１日以

降に、第３四半期相当分を１月１日

以降に及び第４四半期相当分を４月１

日以降に、市による四半期報告書の確

認を得た後、すみやかに市に請求書を

提出する。（略） 

12 別紙３ 

2(3) 

運営委託料 

（略）市は、請求を受けた日から 30

日以内に民間事業者に対して整備費

割賦料とあわせて運営委託料を支払

う。支払回数は、各年度４回とし、

計 80 回支払う。（略） 

（略）市は、請求を受けた日から 30

日以内に民間事業者に対して施設整

備費割賦料とあわせて運営委託料を

支払う。支払回数は、各年度４回と

し、計 80 回支払う。（略） 



13 別紙３ 表 整備費割賦料・運営委託料等の支

払いイメージ 

（表中 整備費割賦料） 

表 施設整備費委託料・運営委託料等

の支払いイメージ 

（表中 施設整備費割賦料） 

25 別紙５ 整備費割賦料及び運営委託料の改定

について 

１ 整備費割賦料の改定 

金利変動を考慮した改定を行うた

め、運営 11 年度目である第 41 回以降

の支払いについて、基準金利の見直し

を行い、残りの整備費割賦料を算定し

直す。なお、民間事業者から提案さ

れたスプレッドは原則見直さない。

（略） 

施設整備費割賦料及び運営委託料の

改定について 

１ 施設整備費割賦料の改定 

金利変動を考慮した改定を行うた

め、運営 11 年度目である第 41 回以降

の支払いについて、基準金利の見直し

を行い、残りの施設整備費割賦料を算

定し直す。なお、民間事業者から提

案されたスプレッドは原則見直さな

い。（略） 

 

２ 要求水準書 本文 

要求水準書 本文において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

Ⅱ 目次 第７章 プラント工事 

第３節 前処理設備（破砕選別設備）

第７章 プラント工事 

第３節 前処理設備 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

第1編第1章

第2節 

用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1編第1章

第2節 

用語の定義 

 

（9）「不燃ごみ」とは、本市のごみ分

別区分により、不燃ごみ及び粗大ごみ

として本施設に搬入されるごみを総称

していう。 

（14）「破砕物」とは、不燃ごみを前

処理設備で破砕した後の残渣を総称し

ていう。 

（15）「破砕残渣」とは、搬入された

不燃ごみ及び粗大ごみを破砕選別設備

で破砕・選別し、金属類などの有価物

を回収した後に排出された残渣をい

う。 

（16）「破砕資源物」とは、不燃ごみ

を前処理設備で破砕・選別して回収し

た金属類を総称していう。 

（23）「前処理設備」とは、本施設の

うち、不燃ごみ・粗大ごみを金属類、

破砕残渣等に破砕・選別する設備をい

う。 

（9）「不燃ごみ等」とは、本市のごみ

分別区分により、不燃ごみ及び粗大ご

みとして本施設に搬入されるごみを総

称していう。 

（14）「破砕物」とは、不燃ごみ等を

前処理設備で破砕した後の残渣を総称

していう。 

（15）「破砕残渣」とは、不燃ごみ等

を前処理設備で破砕・選別し、金属類

などの有価物を回収した後に排出され

た残渣をいう。 

 

（16）「破砕資源物」とは、不燃ごみ

等を前処理設備で破砕・選別して回収

した金属類を総称していう。 

（23）「前処理設備」とは、本施設の

うち、不燃ごみ等を金属類、破砕残渣

等に破砕・選別する設備をいう。 

 



（24）「ごみ処理施設」とは、本施設

のうち、処理施設、破砕選別設備を総

称していう。 

（24）「ごみ処理施設」とは、本施設

のうち、処理施設、前処理設備を総称

していう。 

4 第1編第1章

第3節 

基本事項 

本事業は、可燃ごみ約 16 万トン／年

程度、不燃ごみ約 1.2 万トン／年程度

を適正に処理することを目的として、

本施設の設計・建設及び運営・維持管

理までを一括して行うものである。 

本事業は、可燃ごみ約 16 万トン／年

程度、不燃ごみ等約 1.2 万トン／年程

度を適正に処理することを目的とし

て、本施設の設計・建設及び運営・維

持管理までを一括して行うものであ

る。 

8 第1編第1章

第10節 

情報の取り

扱い 

（略） 

民間事業者が所有する本事業に関する

情報は、市の求めに応じ、全て市に提

供するものとする。ただし、特段の事

由等により、市が提供しないこと認め

たものについては、この限りではな

い。なお、市に提供した情報等の取扱

については、市と協議の上、決定す

る。 

（略） 

民間事業者が所有する本事業に関する

情報は、市の求めに応じ、全て市に提

供するものとする。なお、民間事業者

から提供を受けた情報については、民

間事業者と市が協議の上、その取り扱

いを決定する。 

11 第1編第2章

第2節 

1 ごみ処理

施設の運転

管理 

・可燃ごみや不燃ごみを受入れ、安定

した施設の運転を行い適正に処理す

る。 

・可燃ごみや不燃ごみ等を受入れ、安

定した施設の運転を行い適正に処理す

る。 

13 第1編第2章

第2節 

4(2) 有価

物の取扱い 

・前処理設備での破砕選別処理により

発生する破砕資源物は、民間事業者の

責任において全量有効利用を図る。 

・前処理設備での処理により発生する

破砕資源物は、民間事業者の責任にお

いて全量有効利用を図る。 

15 第2編第1章

第1節 

表２-１-１ 施設の概要 

項 

目 
概   要 

処理

能力 

【処理施設】   ６６０トン／

日（２系列又は３系列、全連続燃

焼方式） 

【破砕選別設備】 ５０トン／５

時間 

そ
の
他
施
設 

【処理施設関連】 

① 管理機能設備、② 計量棟、③ 

洗車場、④ 搬入禁止物ストックヤ

ード 等 

（略） 
 

表２-１-１ 施設の概要 

項 

目 
概   要 

処理

能力

【処理施設】   ６６０トン／

日（２系列又は３系列、全連続燃

焼方式） 

【前処理設備】 ５０トン／５時

間 

そ
の
他
施
設 

【ごみ処理施設関連】 

① 管理機能設備、② 計量棟、③ 

洗車場、④ 搬入禁止物ストックヤ

ード 等 

（略） 
 



27 第2編第1章

第3節 

表２-１-３ 性能試験の項目と方法 

番

号 

試 

験 

項 

目 

保 

証 

値 

試 

験 

方 

法 

備考 

6 （略） 主要な発生源を

測定する 

処理施設、破砕

選別設備稼働時

に実施する 

7 （略） （略） 

処理施設、破砕

選別設備稼働時

に実施する 
 
 

表２-１-３ 性能試験の項目と方法 

番

号

試 

験 

項 

目

保 

証 

値 

試 

験 

方 

法 

備考 

6 （略） 
主要な発生源を

測定する 

ごみ処理施設稼

働時に実施する 

7 （略） 
（略） 

ごみ処理施設稼

働時に実施する 

 

39 第2編第2章

第2節 

1(1)処理方

式 

イ 不燃ごみ 

処理方式は、破砕選別方式とする。

破砕・選別により金属類（鉄、アル

ミ）を有価物として売却し、破砕残渣

は焼却、溶融又は外部での処理により

適切に資源化を行う。 

イ 不燃ごみ等 

処理方式は、破砕選別方式とする。

破砕・選別により金属類（鉄、アル

ミ）を有価物として売却し、破砕残渣

は焼却、溶融又は外部での処理により

適切に資源化を行う。 

39 第2編第2章

第2節 

1(2)ア 

処理量 

（イ） 前処理設備（破砕選別設備）

50 トン／5時間、1.2 万トン／年程度

（内粗大ごみ 0.35 万トン／年程度） 

（イ） 前処理設備 

50 トン／5時間、1.2 万トン／年程度

（内粗大ごみ 0.35 万トン／年程度） 

42 第2編第2章

第2節 

2 計画ごみ

質 

（２） 不燃ごみ 

不燃ごみの主な対象物を表２-２-３に

示す。 

表２-２-３ 不燃ごみの主な対象物 

（２） 不燃ごみ等 

不燃ごみ等の主な対象物を表２-２-３

に示す。 

表２-２-３ 不燃ごみ等の主な対象物

42 第2編第2章

第2節 

3(1) 車両

動線等 

・可燃ごみの搬入、不燃ごみの搬入、

薬品の受入れ、生成物等の搬出等が安

全かつ円滑に行えるように全体を計画

する。 

・可燃ごみの搬入、不燃ごみ等の搬

入、薬品の受入れ、生成物等の搬出等

が安全かつ円滑に行えるように全体を

計画する。 

55 第2編第3章

第1節 

一般事項 

・土木工事の施工にあたっては、衛生

組合が実施する地下部解体工事と協調

し、できるだけ効率的かつ合理的な施

工を行う。なお、平成 27 年 4 月時点

での事業予定地概況図を、添付資料６

「事業予定地概況図」に示す。 

・土木工事の施工にあたっては、衛生

組合が実施する地下部解体工事と協調

し、できるだけ効率的かつ合理的な施

工を行う。なお、平成27年4月時点で

の事業予定地概況図を、添付資料５

「事業予定地概況図（地下埋設物等残

置状況）」に示す。 

59 第2編第4章 ・大ホールには、見学者への説明用機 ・見学者説明用会議室には、見学者へ



第2節 

2(3)見学者

等環境学習

対応設備 

器等を設置する。 の説明用機器等を設置する。 

59 第2編第4章

第2節 

2(3)見学者

等環境学習

対応設備 

表２-３-２ 見学者等環境学習対応設

備に必要な諸室等 

項   目 面 積 等 

見学者説明用 

ホール 

面積等は 100 人

以上の見学者を

考慮 
 

表２-３-２ 見学者等環境学習対応設

備に必要な諸室等 

項   目 面 積 等 

見学者説明用 

会議室 

面積等は 100 人

以上の見学者を

考慮 
 

60 第2編第4章

第3節 

4 設計荷重 

・比重は、可燃ごみ 0.2、不燃ごみ

0.1、焼却灰 1.0、その他は設計仕様

とするが、安全率を考慮する。 

・比重は、可燃ごみ 0.2、不燃ごみ等

0.1、焼却灰 1.0、その他は設計仕様

とするが、安全率を考慮する。 

66 第2編第5章

第4節 

エレベータ

設備 

・エレベーターの非常用通信装置への

応答装置を中央管制室に設置する等、

緊急時対応を即座に行えるようにす

る。 

・エレベータの非常用通信装置への応

答装置を中央管制室に設置する等、緊

急時対応を即座に行えるようにする。

66 第2編第5章

第5節 

消防設備 

・可燃ごみピット及び不燃ごみ貯留装

置には、火災を有効に検知できる装置

及びピット又は貯留装置の全域を安全

かつ確実に消火できる装置を設ける。

遠隔操作式放水銃装置とする場合に

は、各ピットにおいてピット全域に放

水でき、同時に全台定格放水が可能な

構成とする。 

・不燃ごみの前処理（破砕選別処理）

に必要となる防火・防爆対策及び搬送

コンベヤ等の防火対策を講じる。 

・可燃ごみピット及び不燃ごみ等貯留

装置には、火災を有効に検知できる装

置及びピット又は貯留装置の全域を安

全かつ確実に消火できる装置を設け

る。遠隔操作式放水銃装置とする場合

には、各ピットにおいてピット全域に

放水でき、同時に全台定格放水が可能

な構成とする。 

・前処理設備に必要となる防火・防爆

対策及び搬送コンベヤ等の防火対策を

講じる。 

75 第2編第7章

第2節 

1(1)ごみ等

計量器 

ごみ等計量器は、可燃ごみ、不燃ご

み、資源化物の搬入･搬出車両の車両

重量を計量するものである。 

ごみ等計量器は、可燃ごみ、不燃ごみ

等、資源化物の搬入･搬出車両の車両

重量を計量するものである。 

76 第2編第7章

第2節 

2 可燃ごみ

投入ステー

ジ 

・投入ステージは、可燃ごみ搬入車両

と不燃ごみ搬入車両の動線が交錯しな

い位置に配置する。 

・投入ステージは、可燃ごみ搬入車両

と不燃ごみ等搬入車両の動線が交錯し

ない位置に配置する。 



79 第2編第7章

第3節 

第３節 前処理設備（破砕選別設備）

本設備は、不燃ごみを焼却・溶融処理

するために前処理する設備である。 

第３節 前処理設備 

本設備は、不燃ごみ等を焼却・溶融処

理するために前処理する設備である。

79 

 

 

 

80 

 

第2編第7章

第3節 

 

 

第2編第7章

第3節 

１ 不燃ごみ投入ステージ 

・投入ステージは、可燃ごみ搬入車両

と不燃ごみ搬入車両の動線が交錯しな

い位置に配置する。 

・監視カメラを設置し、不燃ごみ搬入

車両の投入ステージ内での動作を撮影

する。撮影範囲は投入ステージ全域と

し、全ての車両の動作が確認できるこ

と。映像は車両が判別可能な解像度と

すること。 

１ 不燃ごみ等投入ステージ 

・投入ステージは、可燃ごみ搬入車両

と不燃ごみ等搬入車両の動線が交錯し

ない位置に配置する。 

・監視カメラを設置し、不燃ごみ等搬

入車両の投入ステージ内での動作を撮

影する。撮影範囲は投入ステージ全域

とし、全ての車両の動作が確認できる

こと。映像は車両が判別可能な解像度

とすること。 

80 第2編第7章

第3節 

2 搬入禁止

物ストック

ヤード 

本ストックヤードは、不燃ごみからの

搬入禁止物の除去と一時保管、市が収

集した不法投棄ごみに含まれる搬入禁

止物の一時保管、これらの搬入禁止物

の搬出作業を行うものである。 

本ストックヤードは、不燃ごみ等から

の搬入禁止物の除去と一時保管、市が

収集した不法投棄ごみに含まれる搬入

禁止物の一時保管、これらの搬入禁止

物の搬出作業を行うものである。 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

第2編第7章

第3節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2編第7章

第3節 

 

３ 不燃ごみ受入・貯留装置及び供給

装置 

本装置は、搬入禁止物除去後の不燃ご

みの貯留、前処理装置への供給を行う

ものである。 

・前処理装置の形式に応じた貯留スペ

ースを設ける。貯留形式は提案による

が、少なくとも 1つは不燃ごみピット

を設けるものとする。 

・不燃ごみ貯留装置の内、ピット形式

のものは、「第２編 第７章 第２節 

６可燃ごみピット」の仕様に準ずる。

 

・不燃ごみ貯留装置には消火設備を設

ける。 

・不燃ごみ貯留装置には監視カメラを

設置し、不燃ごみ貯留装置全域の状態

を常時監視できるようにする。なお、

監視カメラを赤外線式とする等、火災

等が発生した場合でも火災場所を含め

た不燃ごみ貯留装置内のごみ表層を確

３ 不燃ごみ等受入・貯留装置及び供

給装置 

本装置は、搬入禁止物除去後の不燃ご

み等の貯留、前処理装置への供給を行

うものである。 

・前処理装置の形式に応じた貯留スペ

ースを設ける。貯留形式は提案による

が、少なくとも 1つは不燃ごみ等ピッ

トを設けるものとする。 

・不燃ごみ等貯留装置の内、ピット形

式のものは、「第２編 第７章 第２

節 ６可燃ごみピット」の仕様に準ず

る。 

・不燃ごみ等貯留装置には消火設備を

設ける。 

・不燃ごみ等貯留装置には監視カメラ

を設置し、不燃ごみ等貯留装置全域の

状態を常時監視できるようにする。な

お、監視カメラを赤外線式とする等、

火災等が発生した場合でも火災場所を

含めた不燃ごみ等貯留装置内のごみ表



認できるようにすること。 

・監視カメラで撮影した不燃ごみ貯留

装置内の映像は、1 週間以上保存す

る。（略） 

・前処理装置への不燃ごみの供給は、

安全かつ安定的に行うことができるよ

うにする。 

層を確認できるようにすること。 

・監視カメラで撮影した不燃ごみ等貯

留装置内の映像は、1 週間以上保存す

る。（略） 

・前処理装置への不燃ごみ等の供給

は、安全かつ安定的に行うことができ

るようにする。 

81 第2編第7章

第3節 

4 前処理装

置 

本装置は、不燃ごみを破砕し、前処理

する装置である。 

本装置は、不燃ごみ等を破砕し、前処

理する装置である。 

81 

 

 

 

第2編第7章

第3節 

6 破砕物搬

送装置 

 

本装置は前処理装置で処理後の不燃ご

みや選別した資源化物を搬送するもの

である。 

（中略） 

・コンベヤスケールを採用する等、不

燃ごみから発生した各破砕物の重量を

測定できるようにする。 

本装置は前処理装置で処理後の不燃ご

み等や選別した資源化物を搬送するも

のである。 

（中略） 

・コンベヤスケールを採用する等、不

燃ごみ等から発生した各破砕物の重量

を測定できるようにする。 

81 第2編第7章

第3節 

7 破砕物貯

留装置 

本装置は、不燃ごみを破砕選別後から

資源化処理又は有価物として売却する

までの間、各破砕物を貯留するもので

ある。 

（中略） 

・貯留容量は、不燃ごみ処理量の 7 日

分以上（破砕物種別毎）とする。 

本装置は、不燃ごみ等を破砕選別後か

ら資源化処理又は有価物として売却す

るまでの間、各破砕物を貯留するもの

である。 

（中略） 

・貯留容量は、不燃ごみ等処理量の 7

日分以上（破砕物種別毎）とする。 

89 第2編第7章

第6節 

3 脱硝設備 

・各薬剤貯留槽の容量は基準ごみで全

炉定格運転時の７日分以上とし、取引

単位搬入量、災害発生後の継続運転を

考慮して定める。 

・各薬品槽の容量は基準ごみで全炉定

格運転時の７日分以上とし、取引単位

搬入量、災害発生後の継続運転を考慮

して定める。 

92 第2編第7章

第11節 

貯留・搬出

設備 

・不燃ごみ由来の資源化対象物及び有

価物の貯留量については、不燃ごみ処

理量の 7 日間以上とする 

・不燃ごみ等由来の資源化対象物及び

有価物の貯留量については、不燃ごみ

等処理量の 7 日間以上とする 

98 第2編第7章

第15節 

1(3)ITV監

視装置 

ア 処理施設 

（中略） 

・不燃ごみ貯留装置及び供給装置 

ア ごみ処理施設 

（中略） 

・不燃ごみ等貯留装置及び供給装置 

101 第2編第7章

第15節 

・閲覧するリアルタイム監視映像は、

投入ステージ、可燃ごみピット、不燃

・閲覧するリアルタイム監視映像は、

投入ステージ、可燃ごみピット、不燃



3(5)ITV映

像データ 

ごみ貯留装置及び供給装置とし、その

他については、市と協議の上、決定す

る。 

ごみ等貯留装置及び供給装置とし、そ

の他については、市と協議の上、決定

する。 

107 第3編第2章

第1節 

基本事項 

・本施設に搬入される可燃ごみ、不燃

ごみを処理することにより発生する焼

却灰及び溶融飛灰等の資源化対象物

は、全量資源化を行う。 

・本施設に搬入される可燃ごみ、不燃

ごみを処理することにより発生する溶

融スラグ及び金属類等の有価物は、全

量有効利用する。 

・本施設に搬入される可燃ごみ、不燃

ごみ等を処理することにより発生する

焼却灰及び溶融飛灰等の資源化対象物

は、全量資源化を行う。 

・本施設に搬入される可燃ごみ、不燃

ごみ等を処理することにより発生する

溶融スラグ及び金属類等の有価物は、

全量有効利用する。 

112 第3編第3章

第1節 

基本事項 

・可燃ごみ、不燃ごみの搬入につい

て、これらの引渡し方法、計量・受

付、投入要領、場内走行等の取り決め

は、予め市と協議して定める。 

・可燃ごみ、不燃ごみ等の搬入につい

て、これらの引渡し方法、計量・受

付、投入要領、場内走行等の取り決め

は、予め市と協議して定める。 

113 第3編第3章

第5節 

運転計画 

・1 日の運転は、可燃ごみの処理は 24

時間、不燃ごみの処理は 5 時間を基本

とする。なお、年末年始を含めた通年

運転の実施も考慮した運転計画とす

る。 

・処理量は、可燃ごみ日量 660 トン

（年間 16 万トン程度）、不燃ごみ日量

50 トン（年間 1.2 万トン程度）と

し、施設の年間稼働日数は、処理量に

応じて適切に定める。 

・1 日の運転は、可燃ごみの処理は 24

時間、不燃ごみ等の処理は 5 時間を基

本とする。なお、年末年始を含めた通

年運転の実施も考慮した運転計画とす

る。 

・処理量は、可燃ごみ日量 660 トン

（年間 16 万トン程度）、不燃ごみ等日

量 50 トン（年間 1.2 万トン程度）と

し、施設の年間稼働日数は、処理量に

応じて適切に定める。 

113 第3編第3章

第6節 

搬入管理 

・可燃ごみ、不燃ごみの搬入受入時間

については、原則として、年末年始を

除く月～土曜日の 8：45 から 16：30

とする。 

・可燃ごみ、不燃ごみ等の搬入受入時

間については、原則として、年末年始

を除く月～土曜日の 8：45 から 16：

30 とする。 

127 第3編第7章

第1節 

運転記録報

告 

・処理施設運転実績（稼働日数、時

間） 

・ごみ処理施設運転実績（稼働日数、

時間） 

 

  



３ 様式集 

様式集において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部分） 

項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第4章第2節

2(3)見学者等環

境学習対応設備

要求水準書欄 

 

項   目 面 積 等 

見学者説明用 

ホール 

面積等は 100 人

以上の見学者を

考慮 
 

 

項   目 面 積 等 

見学者説明用 

会議室 

面積等は 100 人

以上の見学者を

考慮 
 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第4章第2節

2(3)見学者等環

境学習対応設備

提案内容欄 

 

項   目 面積等 

見学者説明用 

ホール 
m2 

 

 

項   目 面積等 

見学者説明用 

会議室 
 m2 

 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第4章第6節

2 駐車場 

要求水準書欄 

 

種類 駐車台数 備考 

来客用 10 台以上 
身障者用を 

1 台以上 
 

 

種類 駐車台数 備考 

来客用 15 台以上 
身障者用を 

1 台以上 
 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第5章第6節 

要求水準書欄 

２ 洗車用水栓 

・洗車用水栓個数   8個以上 

２ 洗車用水栓 

・洗車用水栓個数   10個以上 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第7章第6節

2(1)湿式脱塩設

備 

提案内容欄 

 

・薬剤貯留槽の容量 

  基準ごみで全炉定格運転時の

（   ）日分（薬剤名） 

（   ）日分（薬剤名） 

 

・薬品槽の容量 

  基準ごみで全炉定格運転時の

（   ）日分（薬品名） 

（   ）日分（薬品名） 



様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第7章第6節 

要求水準書欄 

３ 脱硝設備 

― 

 

３ 脱硝設備 

・各薬品槽の容量は基準ごみで全炉定

格運転時の７日分以上とする。 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第7章第6節 

提案内容欄 

・薬剤貯留槽の容量 

基 準 ご み で 全 炉 定 格 運 転 時 の

（   ）日分（薬剤名） 

（   ）日分（薬剤名） 

・薬品槽の容量 

基 準 ご み で 全 炉 定 格 運 転 時 の

（   ）日分（薬品名） 

（   ）日分（薬品名） 

様式集 

様式６－２ 要

求水準書対応書 

第2編第7章第16

節 その他設備 

要求水準書欄 

１ 洗車場 

・台数は8台分以上とする。 

１ 洗車場 

・台数は10台分以上とする。 

 

４ 基本協定書（案） 

基本協定書（案）において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

7 第5条 ５ 

(2) 乙は、資源化受託企業に [資源化

処理／運送]委託契約に従った[資源化

処理／運送]業務を遂行せしめること

ができるよう、甲に対して資源化に必

要な性状及び分量の資源化対象物を運

営・維持管理業務の遂行過程において

生成することを確約し、運営・維持管

理期間に亘って資源化対象物の性状及

び分量が事業提案書の水準に達するこ

とを保証する。(略) 

５ 

(2) 資源化処理企業を除く乙は、資源

化受託企業に [資源化処理／運送]委

託契約に従った[資源化処理／運送]業

務を遂行せしめることができるよう、

甲に対して資源化に必要な性状及び分

量の資源化対象物を運営・維持管理業

務の遂行過程において生成することを

確約し、運営・維持管理期間に亘って

資源化対象物の性状及び分量が事業提

案書の水準に達することを保証する。

(略) 

 

  



５ 基本契約書（案） 

基本契約書（案）において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

8 第6条 ４ 乙は、当該契約の締結と同時に、

別紙所定の書式による出資者保証書を

作成して甲に提出するものとする。 

４ 乙は、この契約の締結と同時に、

別紙所定の書式による出資者保証書を

作成して甲に提出するものとする。 

 

６ 事業契約書（案） 

事業契約書（案）において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

3 

4 

5 

目次 

目次 

別紙一覧 

第３１条（法令による完成検査等） 

第７５条（法令変更及び不可抗力） 

別紙５ 施設整備委託料及び運営委託

料の改定方法 

別紙６ 整備費割賦料の償還表 

別紙１１ 法令変更による費用の負担

割合 

第３１条（法令等による完成検査等）

第７５条（法令等変更及び不可抗力）

別紙５ 施設整備費割賦料及び運営委

託料の改定方法 

別紙６ 施設整備費割賦料の償還表 

別紙１１ 法令等変更による費用の負

担割合 

9 第1条 （43）「施設整備委託料」とは、本施

設の設計・建設業務の対価として施設

整備費に基づき市からＳＰＣに支払わ

れる委託料をいい、建設時支払金、引

渡時支払金及び整備費割賦料により構

成される。 

（45）「処理施設」とは、本施設のう

ち、可燃ごみ及び破砕残渣を処理する

施設をいう。 

（48）「整備費割賦料」とは、本施設

の設計・建設業務に係る費用の対価と

して、市がＳＰＣに対して割賦で支 払

う料金をいい、施設整備委託料から建

設時支払金及び引渡時支払金を除いた

金額が元金となる。その元金に金融機

関から借入れた金利相当分を加えた金

額である。 

（43）「施設整備委託料」とは、本施

設の設計・建設業務の対価として施設

整備費に基づき市からＳＰＣに支払わ

れる委託料をいい、建設時支払金、引

渡時支払金及び施設整備費割賦料によ

り構成される。 

（45）「処理施設」とは、本施設のう

ち、可燃ごみ及び焼却・溶融する破砕

残渣を処理する施設をいう。 

（48）「施設整備費割賦料」とは、本

施設の設計・建設業務に係る費用の対

価として、市がＳＰＣに対して割賦で

支 払う料金をいい、施設整備委託料か

ら建設時支払金及び引渡時支払金を除

いた金額が元金となる。その元金に金

融機関から借入れた金利相当分を加え

た金額である。 

10 第2条 ２ ＳＰＣは、法令のほか、基本契

約、この契約、入札説明書等及び事業

提案書に従って本事業を遂行するもの

２ ＳＰＣは、法令等のほか、基本契

約、この契約、入札説明書等及び事業

提案書に従って本事業を遂行するもの



とし、それら各書類の間に齟齬がある

場合、基本契約、この契約、入札説明

書等、事業提案書、の順にその解釈が

優先する。 

とし、それら各書類の間に齟齬がある

場合、基本契約、この契約、入札説明

書等、事業提案書、の順にその解釈が

優先する。 

11 第5条 ４ 整備期間において、ＳＰＣに帰す

べき事由によらず、本事業用地の汚染

土壌、地中埋設物又は地盤沈下（入札

説明書等及び本事業用地の現場確認の

機会から客観的かつ合理的に推測でき

ないものに限る。）に起因する損害、

損失又は費用が生じた場合には、市が

当該損害、損失及び費用を負担する。

４ 設計から建設終了までの期間にお

いて、ＳＰＣに帰すべき事由によら

ず、本事業用地の汚染土壌、地中埋設

物又は地盤沈下（入札説明書等及び本

事業用地の現場確認の機会から客観的

かつ合理的に推測できないものに限

る。）に起因する損害、損失又は費用

が生じた場合には、市が当該損害、損

失及び費用を負担する。 

12 第7条 ２ 市は、法令に従い、交付金の交付

申請を行うものとし、ＳＰＣは、当該

交付金交付申請その他の関連手続に関

し、市の要請に従い、関係書類の作成

その他の事務を市のために代行するな

ど必要な支援と協力を行う。 

３ 市及びＳＰＣは、交付金の交付額

が整備費割賦料の金額に影響を及ぼす

ことを認識し、市が交付金の交付を受

けた実額が交付を受ける想定額と異な

る場合には、ＳＰＣは整備費割賦料の

改定等について市と協議する。 

２ 市は、法令等に従い、交付金の交

付申請を行うものとし、ＳＰＣは、当

該交付金交付申請その他の関連手続に

関し、市の要請に従い、関係書類の作

成その他の事務を市のために代行する

など必要な支援と協力を行う。 

３ 市及びＳＰＣは、交付金の交付額

が施設整備費割賦料の金額に影響を及

ぼすことを認識し、市が交付金の交付

を受けた実額が交付を受ける想定額と

異なる場合には、ＳＰＣは施設整備費

割賦料の改定等について市と協議す

る。 

13 第13条 ２ 市は、前項に定めるところに従っ

て提出された書類又は図面が、法令、

要求水準書及びそれに準拠すべきと指

定された図書（最新版）その他市が別

途指定するもの並びに事業提案書の定

めるところに従っていないと判断する

場合、当該提出された書面又は図面の

受領後、当該判断に要する合理的な日

数内に、ＳＰＣに対して、当該判断を

した箇所及び理由を示した上、ＳＰＣ

の費用負担において、その修正を求め

ることができ、ＳＰＣはこれに従うも

のとする。 

２ 市は、前項に定めるところに従っ

て提出された書類又は図面が、法令

等、要求水準書及びそれに準拠すべき

と指定された図書（最新版）その他市

が別途指定するもの並びに事業提案書

の定めるところに従っていないと判断

する場合、当該提出された書面又は図

面の受領後、当該判断に要する合理的

な日数内に、ＳＰＣに対して、当該判

断をした箇所及び理由を示した上、Ｓ

ＰＣの費用負担において、その修正を

求めることができ、ＳＰＣはこれに従

うものとする。 



14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

第14条 

 

 

 

 

 

 

 

第14条 

３  

 (3) 当該設計変更が法令変更による

場合、別紙１１「法令変更による費用

の負担割合」に定めるところに従っ

て、市又はＳＰＣがこれを負担するも

のとし、その負担の方法については、

市とＳＰＣとの間の協議によりこれを

定める。 

６ 前二項にかかわらず、本条第１項

の定めるところに従って市がＳＰＣに

対して請求した設計変更若しくは本条

第２項の定めるところに従ってＳＰＣ

が行おうとする設計変更が、工期の変

更を伴い、又は事業提案書の範囲を逸

脱する場合で、それらの変更が不可抗

力又は法令変更に基づくものであると

き、その費用負担については、市及び

ＳＰＣは、第７５条に定めるところに

従う。 

３  

 (3) 当該設計変更が法令等変更によ

る場合、別紙１１「法令等変更による

費用の負担割合」に定めるところに従

って、市又はＳＰＣがこれを負担する

ものとし、その負担の方法について

は、市とＳＰＣとの間の協議によりこ

れを定める。 

６ 前二項にかかわらず、本条第１項

の定めるところに従って市がＳＰＣに

対して請求した設計変更若しくは本条

第２項の定めるところに従ってＳＰＣ

が行おうとする設計変更が、工期の変

更を伴い、又は事業提案書の範囲を逸

脱する場合で、それらの変更が不可抗

力又は法令等変更に基づくものである

とき、その費用負担については、市及

びＳＰＣは、第７５条に定めるところ

に従う。 

17 第19条 ２ ＳＰＣは、日本国の法令を遵守の

上、法令、要求水準書及びそれに準拠

すべきと指定された図書（最新版）そ

の他市が別途指定するもの並びに事業

提案書及び設計図書に従い、本件工事

を施工しなければならない。 

２ ＳＰＣは、日本国の法令等を遵守

の上、法令等、要求水準書及びそれに

準拠すべきと指定された図書（最新

版）その他市が別途指定するもの並び

に事業提案書及び設計図書に従い、本

件工事を施工しなければならない。 

21 第31条 （法令による完成検査等） 

ＳＰＣは、その日程を７日前までに

市に対して通知した上で、自己の責任

及び費用負担において、本件工事に係

るすべての法令に基づく完成検査を引

渡予定日までに受検し、完了しなけれ

ばならない。 

（法令等による完成検査等） 

ＳＰＣは、その日程を７日前までに

市に対して通知した上で、自己の責任

及び費用負担において、本件工事に係

るすべての法令等に基づく完成検査を

引渡予定日までに受検し、完了しなけ

ればならない。 

23 第36条 ３  

 (3) 当該工事の停止が法令変更によ

る場合は、別紙１１「法令変更による

費用の負担割合」に定めるところの負

担割合に従い、市又はＳＰＣが負担す

るものとし、その負担の方法について

は、市とＳＰＣとの間の協議により定

３  

 (3) 当該工事の停止が法令等変更に

よる場合は、別紙１１「法令等変更に

よる費用の負担割合」に定めるところ

の負担割合に従い、市又はＳＰＣが負

担するものとし、その負担の方法につ

いては、市とＳＰＣとの間の協議によ



める。 り定める。 

24 第38条  （略）また、市は、ＳＰＣに対する

当該遅延損害金支払債権と、ＳＰＣが

市に対して有する整備委託料支払債権

とを、対等額で相殺することにより決

済することができる。 

２ （略） ただし、当該遅延が法令

変更又は不可抗力によるときは、当該

遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害

及び費用に相当する額のうち第７５条

に定めるところの負担割合により算出

される額は、ＳＰＣがこれを負担す

る。 

 （略）また、市は、ＳＰＣに対する

当該遅延損害金支払債権と、ＳＰＣが

市に対して有する施設整備委託料支払

債権とを、対等額で相殺することによ

り決済することができる。 

２ （略） ただし、当該遅延が法令

等変更又は不可抗力によるときは、当

該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損

害及び費用に相当する額のうち第７５

条に定めるところの負担割合により算

出される額は、ＳＰＣがこれを負担す

る。 

26 第42条 ３ 前２項にかかわらず、本施設の運

営・維持管理開始の遅延が不可抗力に

よるときにおける当該遅延に伴い生ず

る合理的な範囲の損害、損失及び費用

に相当する額のうち別紙１０「不可抗

力による損害、損失及び費用の負担割

合」に定めるＳＰＣの負担割合により

算出される額並びに本施設の運営・維

持管理開始の遅延が法令変更によると

きにおける当該遅延に伴い生ずる合理

的な範囲の損害、損失及び費用に相当

する額のうち別紙１１「法令変更によ

る費用の負担割合」に定めるＳＰＣの

負担割合により算出される額について

は、ＳＰＣがこれを負担する。 

３ 前２項にかかわらず、本施設の運

営・維持管理開始の遅延が不可抗力に

よるときにおける当該遅延に伴い生ず

る合理的な範囲の損害、損失及び費用

に相当する額のうち別紙１０「不可抗

力による損害、損失及び費用の負担割

合」に定めるＳＰＣの負担割合により

算出される額並びに本施設の運営・維

持管理開始の遅延が法令等変更による

ときにおける当該遅延に伴い生ずる合

理的な範囲の損害、損失及び費用に相

当する額のうち別紙１１「法令等変更

による費用の負担割合」に定めるＳＰ

Ｃの負担割合により算出される額につ

いては、ＳＰＣがこれを負担する。 

32 

 

 

 

 

 

 

 

33 

第59条 

 

 

 

 

 

 

 

第59条 

３ 前各項の定めるところに従って実

施された業務により発生した増加費用

及びＳＰＣが被った損害は、非常時又

は緊急時の対応が必要となる事態が市

の責めに帰すべき場合には、市が合理

的な範囲で負担し、それ以外の場合に

は、この契約に別段の定めがある場合

を除き、ＳＰＣが負担する。 

４ 本施設に関する重大な事故が発生

した場合には、市は調査を遂行するた

めに、市及びＳＰＣ以外の第三者（Ｓ

― 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本施設に関する重大な事故が発生

した場合には、市は調査を遂行するた

めに、市及びＳＰＣ以外の第三者（Ｓ



ＰＣの構成員及び協力会社を除く。）

により構成される委員会（以下「事故

調査委員会」という。）を設置するこ

とができる。 

５ ＳＰＣは、名古屋市地域防災計画

に従い、緊急防災マニュアルを、第４

５条に規定する運営・維持管理マニュ

アルの一部として、作成し提出しなけ

ればならない。（略） 

ＰＣの構成員及び協力会社を除く。）

により構成される委員会（以下「事故

調査委員会」という。）を設置するこ

とができる。 

４ ＳＰＣは、名古屋市地域防災計画

に従い、緊急防災マニュアルを、第４

５条に規定する運営・維持管理マニュ

アルの一部として、作成し提出しなけ

ればならない。（略） 

33 第61条  ＳＰＣは、自らの責めに帰すべき事

由により第 59 条第１項の事態を来し

た場合には、施設の運転再開のための

修理費等の追加費用を負担する。 

 

２ 市は、自らの責めに帰すべき事由

により第 59 条第１項の事態を来した

場合には、施設の運転再開のための修

理費等の費用を負担する。 

 

３ 第 59 条第１項の事態が、市及び

ＳＰＣのいずれの責めにもよらない場

合、施設の運転再開のための修理費等

の費用の負担は、市及びＳＰＣで協議

して定める。 

 ＳＰＣは、自らの責めに帰すべき事

由により第 59 条第１項又は第 60 条第

１項の事態を来した場合には、施設の

運転再開のための修理費等の追加費用

を負担する。 

２ 市は、自らの責めに帰すべき事由

により第 59 条第１項又は第 60 条第１

項の事態を来した場合には、施設の運

転再開のための修理費等の費用を負担

する。 

３ 第 59 条第１項又は第 60 条第１項

の事態が、市及びＳＰＣのいずれの責

めにもよらない場合、施設の運転再開

のための修理費等の費用の負担は、市

及びＳＰＣで協議して定める。 

36 第69条 ２ 施設整備委託料及び運営委託料の

計算は、施設整備委託料の建設時支払

金、引渡時支払金、整備費割賦料及び

運営委託料の固定費相当分、変動費相

当分に分割して計算する。 

２ 施設整備委託料及び運営委託料の

計算は、施設整備委託料の建設時支払

金、引渡時支払金、施設整備費割賦料

及び運営委託料の固定費相当分、変動

費相当分に分割して計算する。 

70 第70条 前条第１項に関わらず、業務に対する

施設整備委託料及び運営委託料の支払

額は、別紙５「施設整備委託料及び運

営委託料の改定方法」の規定に従って

改定される。 

前条第１項に関わらず、業務に対する

施設整備委託料及び運営委託料の支払

額は、別紙５「施設整備費割賦料及び

運営委託料の改定方法」の規定に従っ

て改定される。 

38 第74条  本契約締結日の後、法令変更又は不

可抗力により、本施設が設計図書に従

い整備ができなくなった場合、本施設

がこの契約若しくは要求水準書で提示

された条件に従って運営・維持管理業

 本契約締結日の後、法令等変更又は

不可抗力により、本施設が設計図書に

従い整備ができなくなった場合、本施

設がこの契約若しくは要求水準書で提

示された条件に従って運営・維持管理



務ができなくなった場合又はこの契約

の履行のための費用が増加すると判断

した場合、ＳＰＣはその内容の詳細を

記載した書面をもって直ちにこれを市

に対して通知しなければならない。 

２ 市及びＳＰＣは、前項の通知がな

された時点以降において、この契約に

基づく自己の義務が適用法令に違反す

ることとなった場合又は不可抗力によ

り履行不能となった場合、その履行義

務を免れる。ただし、当該市又はＳＰ

Ｃは法令変更又は不可抗力により相手

方に発生する損害を最小限にするよう

に努力しなければならない。 

業務ができなくなった場合又はこの契

約の履行のための費用が増加すると判

断した場合、ＳＰＣはその内容の詳細

を記載した書面をもって直ちにこれを

市に対して通知しなければならない。

２ 市及びＳＰＣは、前項の通知がな

された時点以降において、この契約に

基づく自己の義務が適用法令等に違反

することとなった場合又は不可抗力に

より履行不能となった場合、その履行

義務を免れる。ただし、当該市又はＳ

ＰＣは法令等変更又は不可抗力により

相手方に発生する損害を最小限にする

ように努力しなければならない。 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

第75条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第75条 

（法令変更及び不可抗力） 

 法令変更又は不可抗力により、損

害、損失又は費用を被ったとき、この

契約及び業務水準に従って本施設の整

備ができなくなったとき若しくは運

営・維持管理業務の遂行ができなくな

ったとき、その他本事業の実施が不可

能となったと認められる場合、又は法

令変更又は不可抗力により、この契約

及び業務水準に従って本施設の整備若

しくは本施設の運営・維持管理業務を

遂行するために追加的な費用が必要な

場合、市及びＳＰＣは、この契約及び

要求水準書の変更並びに損害、損失及

び費用の負担その他必要となる事項に

ついて、協議するものとする。 

２ 法令変更又は不可抗力が生じた日

から６０日以内に前項の協議が調わな

い場合、市はＳＰＣに対して、当該法

令変更又は不可抗力に対する対応を合

理的な範囲で指図することができる。

ＳＰＣは、当該指図に従い、本事業を

継続するものとし、また、損害、損失

又は費用の負担は、別紙１０「不可抗

力による損害、損失及び費用の負担割

（法令等変更及び不可抗力） 

 法令等変更又は不可抗力により、損

害、損失又は費用を被ったとき、この

契約及び業務水準に従って本施設の整

備ができなくなったとき若しくは運

営・維持管理業務の遂行ができなくな

ったとき、その他本事業の実施が不可

能となったと認められる場合、又は法

令等変更又は不可抗力により、この契

約及び業務水準に従って本施設の整備

若しくは本施設の運営・維持管理業務

を遂行するために追加的な費用が必要

な場合、市及びＳＰＣは、この契約及

び要求水準書の変更並びに損害、損失

及び費用の負担その他必要となる事項

について、協議するものとする。 

２ 法令等変更又は不可抗力が生じた

日から６０日以内に前項の協議が調わ

ない場合、市はＳＰＣに対して、当該

法令等変更又は不可抗力に対する対応

を合理的な範囲で指図することができ

る。ＳＰＣは、当該指図に従い、本事

業を継続するものとし、また、損害、

損失又は費用の負担は、別紙１０「不

可抗力による損害、損失及び費用の負



合」及び別紙１１「法令変更による費

用の負担割合」に記載する負担割合に

よるものとする。 

３ 前項の定めるところにかかわら

ず、法令変更又は不可抗力が生じた日

から６０日以内に第１項の協議が調わ

ない場合、市は、この契約の全部又は

一部を解除することができる。 

担割合」及び別紙１１「法令等変更に

よる費用の負担割合」に記載する負担

割合によるものとする。 

３ 前項の定めるところにかかわら

ず、法令等変更又は不可抗力が生じた

日から６０日以内に第１項の協議が調

わない場合、市は、この契約の全部又

は一部を解除することができる。 

39 第76条 法令変更により、要求水準書又は事

業提案書の変更が可能となり、当該変

更によって施設整備委託料及び運営委

託料（引渡日以降に支払われる整備費

割賦料を除く。以下、本条において同

じ。）の減額が可能な場合、市及びＳ

ＰＣは、協議により要求水準書又は事

業提案書について必要な変更を行い、

施設整備委託料及び運営委託料を減額

する。 

法令等変更により、要求水準書又は

事業提案書の変更が可能となり、当該

変更によって施設整備委託料及び運営

委託料（引渡日以降に支払われる施設

整備費割賦料を除く。以下、本条にお

いて同じ。）の減額が可能な場合、市

及びＳＰＣは、協議により要求水準書

又は事業提案書について必要な変更を

行い、施設整備委託料及び運営委託料

を減額する。 

40 第78条 ６ 第１項の規定に基づき、工事完工

日以降に、ＳＰＣがこの契約を終了さ

せたときには、市は、ＳＰＣに対し、

未払いの施設整備委託料及び運営委託

料を支払う。当該支払については、一

括して支払うことを原則とし、支払の

時期及び方法については、双方協議の

上、決定する。ただし、一括して支払

う場合は、別紙６「整備費割賦料の償

還表」に定めた償還表の当該支払日以

降の利息を控除する。また、一括して

支払わないときは、ＳＰＣの会社維持

に要する費用を併せて負担する。 

６ 第１項の規定に基づき、工事完工

日以降に、ＳＰＣがこの契約を終了さ

せたときには、市は、ＳＰＣに対し、

未払いの施設整備委託料及び運営委託

料を支払う。当該支払については、一

括して支払うことを原則とし、支払の

時期及び方法については、双方協議の

上、決定する。ただし、一括して支払

う場合は、別紙６「施設整備費割賦料

の償還表」に定めた償還表の当該支払

日以降の利息を控除する。また、一括

して支払わないときは、ＳＰＣの会社

維持に要する費用を併せて負担する。

41 第79条 ２ 前項によりこの契約を解除した場

合、市との合意がない限り、ＳＰＣは

市に対して、整備費の 100 分の 10 に

相当する違約金を支払う。（略） 

２ 前項によりこの契約を解除した場

合、市との合意がない限り、ＳＰＣは

市に対して、施設整備費の 100 分の

10 に相当する違約金を支払う。（略） 

42 

 

 

 

第80条 

 

 

 

２ 前項によりこの契約を解除した場

合、ＳＰＣは、別紙６「整備費割賦料

の償還表」に定める整備費割賦委託料

の償還表の残存価格の 100 分の 10 に

２ 前項によりこの契約を解除した場

合、ＳＰＣは、別紙６「施設整備費割

賦料の償還表」に定める施設整備費割

賦料の償還表の残存価格の 100 分の



 

 

42 

 

 

第80条 

相当する違約金を、市に対して支払

う。（略） 

４ 市は、ＳＰＣに対し、未払いの整

備費割賦委託料及び第３項に基づく運

営委託料を支払う。支払いについて

は、一括して支払うことを原則とし、

支払の時期及び方法については、双方

協議の上、決定する。ただし、一括し

て支払う場合は、別紙６「整備費割賦

料の償還表」に定める整備費割賦委託

料の償還表の当該支払日以降の利息を

控除する。 

10 に相当する違約金を、市に対して

支払う。（略） 

４ 市は、ＳＰＣに対し、未払いの施

設整備費割賦料及び第３項に基づく運

営委託料を支払う。支払いについて

は、一括して支払うことを原則とし、

支払の時期及び方法については、双方

協議の上、決定する。ただし、一括し

て支払う場合は、別紙６「施設整備費

割賦料の償還表」に定める施設整備費

割賦料の償還表の当該支払日以降の利

息を控除する。 

43 第81条 ７ 第１項の規定に基づき、工事完工

日以降に、ＳＰＣがこの契約を終了さ

せたときには、市は、ＳＰＣに対し、

未払いの整備委託料及び運営委託料を

支払う。当該支払いについては、市は

ＳＰＣに一括で支払うことを原則と

し、支払の時期及び方法については、

双方協議の上、決定する。ただし、一

括して支払う場合は、別紙６「整備費

割賦料の償還表」に定める整備費割賦

料の償還表の当該支払日以降の利息を

控除する。また、一括して支払わない

ときは、ＳＰＣの会社維持に要する費

用を併せて負担する。 

７ 第１項の規定に基づき、工事完工

日以降に、ＳＰＣがこの契約を終了さ

せたときには、市は、ＳＰＣに対し、

未払いの施設整備委託料及び運営委託

料を支払う。当該支払いについては、

市はＳＰＣに一括で支払うことを原則

とし、支払の時期及び方法について

は、双方協議の上、決定する。ただ

し、一括して支払う場合は、別紙６

「施設整備費割賦料の償還表」に定め

る施設整備費割賦料の償還表の当該支

払日以降の利息を控除する。また、一

括して支払わないときは、ＳＰＣの会

社維持に要する費用を併せて負担す

る。 

45 第87条 ２ 市は、ＳＰＣに対して整備・運営

委託料に対する消費税（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に定める税

をいう。）及び地方消費税（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２章

第３節に定める税をいう。）を支払う

ほか、消費税率及び地方消費税率に係

る法令変更にともなう増税分を支払う

以外は負担しない。 

２ 市は、ＳＰＣに対して整備・運営

委託料に対する消費税（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に定める税

をいう。）及び地方消費税（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２章

第３節に定める税をいう。）を支払う

ほか、消費税率及び地方消費税率に係

る法令等変更にともなう増税分を支払

う以外は負担しない。 

48 第100条 第１００条 （略） 

(1) 法令変更により業務内容が著しく

変更されるとき 

第１００条 （略） 

(1) 法令等変更により業務内容が著し

く変更されるとき 



7 別紙４ 

1(1) 

全体の構成 

ＳＰＣが実施する設計・建設業務に

相当する対価（以下「施設整備委託

料」という。）は、設計・建設期間に

支払う「建設時支払金」、所有権移転

後に支払う「引渡時支払金」、運営・

維持管理期間に支払う「整備費割賦

料」で構成される。 

ＳＰＣが実施する設計・建設業務に

相当する対価（以下「施設整備委託

料」という。）は、設計・建設期間に

支払う「建設時支払金」、所有権移転

後に支払う「引渡時支払金」、運営・

維持管理期間に支払う「施設整備費

割賦料」で構成される。 

7 別紙４ 

1(1) 

全体の構成 

表 施設整備委託料及び運営委託料、

その他収入の構成 

業 務

名 
民間事業者の収入

収受

方法 
備考

業
務 

設
計
・
建
設

建設時支払金 （略） 

引渡時支払金 

整備費割賦料 
 

表 施設整備委託料及び運営委託料、

その他収入の構成 

業 務

名 
民間事業者の収入 

収受

方法 
備考

業
務 

設
計
・
建
設

建設時支払金 （略） 

引渡時支払金 

施設整備費割賦料 
 

9 別紙４ 

1(2) 

設計・建

設業務 

エ 整備費割賦料 

（略） 

基準金利は、供用開始後１１年目で見

直す予定である。 

エ 施設整備費割賦料 

（略） 

基準金利は、運営開始後１１年目で見

直す予定である。 

9 別紙４ 

1(2)エ(イ)

基準金利 

②基準金利設定は、供用開始日の２

営業日前（銀行営業日でない場合は

その翌営業日）とする。 

②基準金利設定は、運営開始日の２

営業日前（銀行営業日でない場合は

その翌営業日）とする。 

9 別紙４ 

1(2)オ 

事業量の

変動によ

り費用が

変化する

ものにつ

いて 

整備費割賦料の元金に含まれる費用

のうち、汚染土壌対策業務、地中支

障物対策業務、電波障害対策業務及

びインフラ整備（電気、ガス、上下

水道、電話）業務にかかる費用は、

事業量の変動に応じた支払いを行

う。 

施設整備費割賦料の元金に含まれる

費用のうち、汚染土壌対策業務、地

中支障物対策業務、電波障害対策業

務及びインフラ整備（電気、ガス、

上下水道、電話）業務にかかる費用

は、事業量の変動に応じた支払いを

行う。 

11 別紙４ 

1(2)カ 

償還表の

作成 

ＳＰＣは、交付金、事業量の変動に

より変化する費用及び基準金利の確

定後、運営期間における整備費割賦

料の支払額について、別紙６「整備

費割賦料の償還表」に定める様式に

従って記載した償還表を市に提出

し、確認を受けるものとする。 

ＳＰＣは、交付金、事業量の変動に

より変化する費用及び基準金利の確

定後、運営期間における施設整備費

割賦料の支払額について、別紙６

「施設整備費割賦料の償還表」に定

める様式に従って記載した償還表を

市に提出し、確認を受けるものとす

る。 



14 別紙４ 

2 施設整備

委託料及び

運営委託料

の支払いに

ついて 

市は、ＳＰＣに対し「建設時支払金及

び引渡時支払金」、「整備費割賦

料」、「運営委託料」を、市とＳＰＣ

との間で締結する事業契約書の規定

に基づき支払うものとする。 

（２）整備費割賦料 

ＳＰＣは、運営・維持管理期間の各年度

の７月１日以降（第１四半期相当分）、

10 月１日以降（第２四半期相当分）、

１月１日以降（第３四半期相当分）

及び４月１日以降（第４四半期相当

分）に、市による四半期報告書の確認

を得た後、すみやかに市に請求書を提

出する。 

市は、ＳＰＣに対し「建設時支払金及

び引渡時支払金」、「施設整備費割賦

料」、「運営委託料」を、市とＳＰＣ

との間で締結する事業契約書の規定

に基づき支払うものとする。 

（２）施設整備費割賦料 

ＳＰＣは、運営・維持管理期間の各年度

の７月１日以降（第１四半期相当分）、

10 月１日以降（第２四半期相当分）、

１月１日以降（第３四半期相当分）

及び４月１日以降（第４四半期相当

分）に、市による四半期報告書の確認

を得た後、すみやかに市に請求書を提

出する。 

15 別紙４ 

2(3) 運営

委託料 

（略） 市は、ＳＰＣから四半期業

務報告書の提出を受け、四半期（７

月１日以降（第１四半期相当分）、10

月１日以降（第２四半期相当分）、１月

１日以降（第３四半期相当分）、４月

１日以降（第４四半期相当分））に

一度、業務状況の良否を判断し、業

務報告書の受領後 14 日以内（閉庁日

を除く）にＳＰＣへモニタリングの

結果を通知する。当該通知の後にＳ

ＰＣは、市に対して運営委託料の請

求書を提出する。市は、請求を受け

た日から 30 日以内にＳＰＣに対して

整備費割賦料とあわせて運営委託料

を支払う。支払回数は、各年度４回

とし、計 80 回支払う。 

（略） 市は、ＳＰＣから四半期業

務報告書の提出を受け、四半期（７

月１日以降（第１四半期相当分）、10

月１日以降（第２四半期相当分）、１月

１日以降（第３四半期相当分）、４月

１日以降（第４四半期相当分））に

一度、業務状況の良否を判断し、業

務報告書の受領後 14 日以内（閉庁日

を除く）にＳＰＣへモニタリングの

結果を通知する。当該通知の後にＳ

ＰＣは、市に対して運営委託料の請

求書を提出する。市は、請求を受け

た日から 30 日以内にＳＰＣに対して

施設整備費割賦料とあわせて運営委託

料を支払う。支払回数は、各年度４

回とし、計 80 回支払う。 

16 別紙５ 施設整備委託料及び運営委託料の改

定方法 

１ 整備費割賦料の改定 

金利変動を考慮した改定を行うた

め、運営 11 年度目である第 41 回以降

の支払いについて、基準金利の見直し

を行い、残りの整備費割賦料を算定し

直す。（略） 

施設整備費割賦料及び運営委託料の

改定方法 

１ 施設整備費割賦料の改定 

金利変動を考慮した改定を行うた

め、運営 11 年度目である第 41 回以

降の支払いについて、基準金利の見

直しを行い、残りの施設整備費割賦

料を算定し直す。（略） 

18 別紙６ 整備費割賦料の償還表 施設整備費割賦料の償還表 



35 別紙１１  別紙１１ 法令変更による費用の負担

割合 

 

 
市の負

担割合

ＳＰＣ

の負担

割合 

① 本事業に直

接関連する法令

又は税制の制

定・改正の場合

100％ ０％

② ①以外の法

令の制定・改正

の場合 

０％ 100％

なお、①の本事業に直接関連する法令

又は税制とは、特に本施設の設計業

務、建設業務、運営・維持管理業務そ

の他本事業に関する事項を直接に規制

することを目的とした法令を意味する

ものとし、これに該当しない法人税、

消費税その他の税制変更及びＳＰＣ又

は本事業に対して一般に適用される法

律の変更は含まれないものとする。 

別紙１１ 法令等変更による費用の負

担割合 

１ 法令等変更 

法令等変更の種

類 

市の負

担割合

ＳＰＣ

の負担

割合 

① 本事業に直

接関連する法令

等の場合 

100％ ０％

② 上記以外の

法令等の場合 
０％ 100％

 

 

なお、①の「本事業に直接関連する法

令等」とは、特に本施設の設計業務、

建設業務、運営・維持管理業務その他

本事業に関する事項を直接的に規制す

ることを目的とした法令を意味するも

のとする。 

 

２ 税制に関する法令等変更 

法令等変更の種

類 

市の負

担割合

ＳＰＣ

の負担

割合 

① ＳＰＣの利

益に関して課せ

られる税に関す

る税制度の場合

（法人税、外形

標準課税等） 

０％ 100％

② 消費税率及

び地方消費税率

に係る場合 

100％ ０％

なお、上記①②以外の税制度の変更が

あった場合は、市とＳＰＣとの協議と

する。 

 

  



７ 資源化処理委託契約書（案） 

資源化処理委託契約書（案）において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は

修正部分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

4 第2条 委託者（以下「甲」という。）及び受

託者（以下「乙」という。）は、基本

契約並びに入札説明書等及び事業提案

書に基づき、日本国の法令を遵守し、

この契約を履行しなければならない。

なお、基本契約、入札説明書等と事業

提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合

は、基本契約、入札説明書等、事業提

案書の順にその解釈が優先する。 

委託者（以下「甲」という。）及び受

託者（以下「乙」という。）は、法令

等のほか、基本契約、この契約、入札

説明書等及び事業提案書に従って本業

務を遂行しなければならない。なお、

それら各書類の間に齟齬がある場合、

基本契約、この契約、入札説明書等、

事業提案書の順にその解釈が優先す

る。また、それら各書類を構成する書

類間において齟齬がある場合には、作

成又は締結の日付が後のものを優先す

るものとするが、甲及び乙は、協議の

上、かかる記載内容に関する事項を決

定することができる。 

13 別紙 

１(2) 各四

半期の資源

化処理委託

料の金額 

各四半期に甲が支払う資源化処理委託

料は、次の計算式により得られる金額

とする。 

資源化処理委託料 ＝ Σ各種資源化対

象物の資源化処理数量 × 提案資源化

処理単価 

第１四半期から第３四半期の資源化

処理委託料については、資源化対象

物を、実際に資源化処理した量（以下

「実績資源化処理量」という。）にかかわ

らず、当該年度に予定される資源化処理量

の４分の１を、民間事業者より提案さ

れた資源化処理単価に乗じて算定を行

う。一方、第４四半期の資源化処理委

託料については、資源化処理単価に

当該年度の実績資源化処理量を乗じ

て、年間の資源化処理相当分を確定

した上で、第１四半期から第３四半

期の当該委託料を控除した調整額に

より算定する。 

 

  



８ 運送委託契約書（案） 

運送委託契約書（案）において、公表資料を次のとおり修正します。（表中の下線部は修正部

分） 

頁 項目名 旧（修正前） 新（修正後） 

4 第2条 委託者（以下「甲」という。）及び受

託者（以下「乙」という。）は、基本

契約並びに入札説明書等及び事業提案

書に基づき、日本国の法令を遵守し、

この契約を履行しなければならない。

なお、基本契約、入札説明書等と事業

提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合

は、基本契約、入札説明書等、事業提

案書の順にその解釈が優先する。 

委託者（以下「甲」という。）及び受

託者（以下「乙」という。）は、法令

等のほか、基本契約、この契約、入札

説明書等及び事業提案書に従って本業

務を遂行しなければならない。なお、

それら各書類の間に齟齬がある場合、

基本契約、この契約、入札説明書等、

事業提案書の順にその解釈が優先す

る。また、それら各書類を構成する書

類間において齟齬がある場合には、作

成又は締結の日付が後のものを優先す

るものとするが、甲及び乙は、協議の

上、かかる記載内容に関する事項を決

定することができる。 

12 別紙 

１(2) 各四

半期の運送

委託料の金

額 

各四半期に甲が支払う運送委託料は、

次の計算式により得られる金額とす

る。 

運送委託料 ＝ Σ各種資源化対象物の

運送数量 × 提案運送単価 

 

第１四半期から第３四半期の運送委

託料については、資源化対象物を、

実際に運送した量（以下「実績運送量」

という。）にかかわらず、当該年度に予定

される運送量の４分の１を、民間事業

者より提案された運送単価に乗じて算定

を行う。一方、第４四半期の運送委託

料については、運送単価に当該年度

の実績運送量を乗じて、年間の運送

相当分を確定した上で、第１四半期

から第３四半期の当該委託料を控除

した調整額により算定する。 

 


